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はじめに 

 

多国籍企業の新興国、発展途上国への事業進出が進みビジネスチャンスを期待する一方、これら企業が想

定していなかった企業活動による人権の問題が事業上のリスクとして影響するようになってきています。 

近年、多国籍企業の新興国、発展途上国における取引先、サプライヤーの工場、農園において人権侵害が

指摘される事例も多く報告されています。ILO（国際労働機関）とウォーク・フリー財団が発表した最新

（2017 年 9 月 19 日発行） のレポートによると、2016 年の時点で全世界で推定 4030 万人が現

代の奴隷制の環境で働 かされているとされ、また強制労働の被害者は推定 2490 万人とされています。さら

に 1600 万人 が企業活動から搾取されており、そのうちの約半分が「借金による束縛」に関わっている状況が

あります。また低コスト労働力と資源の需要の高まりの中、発展途上国の先住民族は、土地の強奪や強制

退去にも直面し苦しんでいる状況があります。このように世界では、サプライヤー工場の労働者の権利侵害や

企業に関わる人権侵害は深刻化しているのです。そして、日本企業の海外でのサプライチェーン上においても

発生しており、カバーしなければならない最重要項目となっています。 

そのような中 2011 年 6 月、国連人権理事会にて「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認され、その

後、国と企業が実施しなければならないグローバルの中心的なガイドラインとして位置付けられ、世界の先進企

業は取り組みを開始しています。そして多国籍に展開する日本の企業も取り組みを始めなければならない状

況に置かれているのです。この「ビジネスと人権研修」は、グローバルコンパクトのドイツ、英国のネットワークで開

催され、アフリカや東南アジアなどにおいても開催し実績を上げているもので、日本においては、2015 年 1

月、2016 年 4 月、2017 年 3 月に引き続き開催することとしています。そして日本とグローバルの人権意識

とのギャップを埋めるために実施すること、またグローバルでの人権課題についてどのように実施して行けば良いの

か、参加企業の状況に応じた簡潔で実践的なアドバイスを提供いたします。 

 

タイトル 

 「ビジネスと人権」研修 

 

開催日時 

 2018 年 3 月 5 日（月）・6 日（火）両日とも 9:00～17:00 

約 6 か月～1 年後に研修の振り返りを行う研修があります。 

 

タイトル 

開催日時 

はじめに 
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開催場所 

 

 公益財団法人 国際文化会館 

106-0032 東京都港区六本木 5‐11‐16 

 

定員 

 16 名    

主催 

 サステイナビジョン社 （Sustainavision Ltd：http://www.sustainavisionltd.com/ ） 

英国カンパニーズハウス、イングランド＆ウエールズ登録 Company No. 7477687 

在英日本商工会議所会員企業 

 

研修について 

 期間： 2 日間（3 月 5 日・6 日）、約 6 か月～1 年後の振り返り 

 研修では、人権について分かりやすく説明し、ビジネスの視点から国連指導原則を理解し、簡潔で

実践的なアドバイスを提供いたします。 

 研修内では、参加者の特定の課題やニーズにお答えします 

 アクション・ラーニング・モデルに基づいて行われます 

 講師と受講者の双方向でのやりとりで進められ、少人数でのグループワークやディスカッションを実施

し効果的に学習をすることができます。 

 講師やゲストスピーカーが英語で講義をする場合には、通訳が付きます。 

 

 

開催場所 

定 員 

主 催 

研修について 

http://www.sustainavisionltd.com/
http://wck2.companieshouse.gov.uk/companysearch?disp=1&frfsh=1357501955&#result
http://www.jcci.org.uk/JP/Home.aspx
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研修料金 

カテゴリー （表示額 1 人当たり） 

通常料金（個人） 155,000 円 

国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン加盟企業 120,000 円 

アーリーバード割引（早割） 

（2018 年 2 月 5 日迄）10％ 

 139,500 円 

会社割引（1 社２人以上：15%） 131,750 円 

NGO/NPO,大学関係者、中小企業割引：20％ 124,000 円 

 

コース概要 

 

 内容は、レクチャーとグループワークがバランスよく織り交ぜられた集中プログラムです。  

 講師と受講者の双方向でのやり取りで進められ、より効果的に学習することができます。  

＜1 日目＞ 

 人権に関する Q&A – ディスカッション 

 ビジネス・ケースの考案 – エクササイズ 

 ビジネスと人権に関する指導原則 – 概要 

 人権影響評価 – ケーススタディとグループワーク 

 人権方針の準備 

＜2 日目＞ 

 人権に関する正当な注意義務及び努力の実施 

 紛争地域 

 サプライチェーン 

 コミュニティと改善方法 

 消費者と他の取引関係 

 チャレンジと機会の統合 

 パフォーマンスの追跡とコミュニケーションの進捗 

 日本の人権の意識と海外での人権の意識のギャップを埋める 

 まとめ 

コース概要 

研修料金 
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対象者 

 

 広報、CSR、サステナビリティ部門 

 人権担当部門 

 CSR/サステナビリティ・プログラムの推進者 

 人事部門 

 資材・調達部門（サプライチェーン管理） 

 企業法務、コンプライアンス、リスクマネジメント部門 

 

受講のメリット 

 

✓ 基本的な人権について、またビジネスに関わる人権についての本来どのようなものなのか基本的な理

解からより自社に関する内容までの理解を深めることができます。 

✓ 国連ビジネスと人権に関する指導原則の幅広い内容が網羅されており、世界を見据えてビジネスと

人権の観点から何が企業にとって重要かを学ぶことができます。また海外で今現在ビジネスに関わる

人権について何が話されているのか、何が問題となっているのかを含めて今後の対応を検討すること

ができます。 

✓ 国際的な様々な業界の事例が豊富にあり、海外でのビジネスを行う場合に人権への配慮をどのよう

にしなければならないのかを事例から学ぶことができます。 

✓ 内容は、レクチャーとグループワークがバランスよく織り交ぜられた集中プログラムです。講師と受講者

の双方向でのやり取りで進められ、より効果的に学習することができます。 

✓ 研修では、グローバルなケーススタディを活用し、グループワークを通じて実際に国内外で人権指導

原則の実践が問われる場面をディスカッションします。 

✓ 講師のルーク・ワイルド氏は、ドイツのグローバル・コンパクト・ネットワークとともに 2008 年からこのビ

ジネスと人権の研修をドイツの企業向けに毎年開催し効果を上げています。また、グローバル・コンパ

クト・UK ネットワークとともに UK の企業向け、また、ウクライナ・キエフ、ケニヤ・ナイロビ、インドネシア

においてもグローバル・コンパクトのネットワークと一緒に開催し効果を上げています。 

対象者 

受講のメリット 
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✓ 講師の下田屋は、欧州・ロンドンに拠点を置き、CSR・サステナビリティに関する研修を行い経験が

豊富です。また最新のビジネスと人権に関する情報を欧州・英国をベースとして入手していますの

で、本研修を通じて、世界の先進的な知識を得ることができます。 

✓ ビジネスを行う背景における企業が関わる人権についての活発な議論を行います。 

✓ サプライチェーンマネジメントの中では、アプローチの転換が必要となります。本研修ではどのようにアプ

ローチすればよいのかを理解することができます。 

✓ 人権方針の作成・浸透についての注意点、人権影響評価の方法、ギャップ分析をどのように実施

するのか、苦情処理メカニズムをどのように機能させるのか、世界の紛争地域などでの対応をどのよう

にしたら良いのか、地域コミュニティとの対立をどう回避するのかなど実践的なことを学ぶことができま

す。 

✓ また自社の取り組みにおいて、どのように進めていったらよいのかを、研修のそれぞれの部分で質問、

議論することができ、今後のビジネスと人権についての戦略に活用することができます。 

✓ 2 日間の研修を通じて様々な業界の CSR/人権の関係者とのネットワーク構築をすることが出来ま

す。 

 

参加者の声 

 （順不同、敬称略） 

 「人権問題、そして企業が与えている幅広い影響についてより深い洞察を得ることができた。ビジネス

と人権に関する専門用語についての理解を深めることができた。どのように今後進めていけば良いか

よく理解することができた。」 

 「ビジネスの機会において、人権に関連して企業が取り組むための、企業の推進のきっかけやモチベ

ーションについて良く理解することができた」 

 「人権の背景にある非常に深い知識を得ることができた。人権方針の導入と次のステージへ進む上

での実践的な方法について、より良いアイデアを得ることができた」 

 「我々の会社が、他社との比較でどの位置にいるのか理解することができた。」 

  

参加者の声 
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講師 ルーク・ワイルド氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルーク・ワイルド氏（TwentyFifty ディレクター） 

 

ルーク・ワイルド氏は、2000 年以来、企業責任、人権、サステナビリティに特定の焦点を当て、20 年以

上前からリーダーシップと組織開発に携わってきました。 

ワイルド氏は、鉱業、金融、食品や工業分野における主要な企業とともに企業責任の尊重を導入する

実用的なアプローチの開発、特にビジネスと人権の分野でのリーダーとして認識されています。また、取締

役レベルのエンゲージメント、多文化、国際的なチーム、民間/公共部門と国連などに関する幅広い経験

があります。 

また彼は、多面的な才能のあるコンサルタントであり、強力な戦略と組織開発スキル、コーチングの経験、

効果的なプロジェクト管理、リーダーシップと技術革新を企業にアドバイスするとともに、評判をもたらしま

す。 

ワイルド氏は、トエンティ・フィフティの以下のエンゲージメントをリードしてきました。 

• アングロ・アメリカン社のサプライチェーンのサステナビリティ開発プログラムの概念と導入を支援 

• 持続可能な農業戦略、持続可能カカオ調達、ステークホルダー・エンゲージメントの開発について、

クラフトフーズ社とキャドバリー社へ戦略的な支援 

• 英国法務省からの英国企業の人権の理解についての照会により、国連ビジネスと人権に関する指

導原則を英国政府戦略として導入することへ貢献 

ドイツのグローバル・コンパクトのネットワークとは 2008 年からビジネスと人権研修を実施。毎年 2 回の研

修とフォローアップ研修を行い、メイン講師として研修を担当、また今までに、英国、ウクライナ、インドネシ

ア、ケニアのグローバル・コンパクトのネットワークとビジネスと人権研修を開催し、同じくメイン講師として多く

の企業のサポートを行ってきています。 

 

 

 

 

講師 ルーク・ワイルド氏 
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講師 下田屋毅 

 

 

 

 

 

 

 

 

下田屋毅（サステイナビジョン代表取締役、ロンドン在住 CSR/サステナビリティ・コンサルタント） 

 

英国在住 CSR/サステナビリティ・コンサルタント。日本と欧州の CSR の懸け橋となるべく

Sustainavision Ltd.を 2010 年英国に設立。大手重工管理部にて約 10 年間人事・総務・労働安

全衛生・労使交渉などを担当。英国イースト・アングリア大学修士、ランカスター大学 MBA。ビジネス・ブ

レークスルー大学講師（担当 CSR/サステナビリティ）。 

2013 年より国連ビジネスと人権フォーラムへ参加。最近は英国現代奴隷法設立に合わせて、Ethical 

Trading Initiative や Anti‐Slavery International、British Retail Consortium など設立に携

わった関係団体などと連携をとりながら、日本企業にその重要性を伝えている。 

 

セミナー・講演の開催：実績多数 

＜執筆・連載＞ 

 「オルタナ・オンライン:欧州 CSR 最前線」 

 「時事通信社 金融財政ビジネス・経済人」 

 「東洋経済オンライン ここがヘンだよ日本の CSR」 

 「Sustainable Japan 下田屋毅氏の欧州 CSR 最新動向」 

 「金融経済メディア ZUU オンライン」 

 「シータス＆ゼネラルプレス サステイナビジョン下田屋毅氏に質問」  

 「ブレーンセンター・トピックス提言：CSR の推進に不可欠な社内浸透教育の重要性」 

 「レスポンスアビリティ社 メルマガ、サスナビ 欧州ここだけの話」 

 「新・CSR 検定３級公式テキスト」 3.世界の CSR をめぐる動きとは 

 

 

 

 

講師 下田屋 毅 

http://www.alterna.co.jp/category/specialcontents
http://www.jiji.com/service/senmon/financial/
http://toyokeizai.net/category/CSR-shimotaya
http://sustainablejapan.jp/2016/01/14/shimotaya-europe01/20634
https://zuuonline.com/archives/author/shimotayatakeshi
http://www.csr-communicate.com/tag/%E4%B8%8B%E7%94%B0%E5%B1%8B%E6%AF%85
http://www.braincenter.co.jp/topics/suggestion10.html
http://www.responseability.jp/susnavi/category/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E8%A9%B1/
http://www.alterna.co.jp/13010
http://www.alterna.co.jp/13010
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ゲストスピーカー 松岡秀紀氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松岡秀紀氏 （一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）特任研究員） 

 

 

地方自治体で主として人権分野の業務に携わった後、国際協力 NGO、環境 NGO などを経て、現在、

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）嘱託研究員、LRQA ジャパン審

査員、京都 CSR 推進協議会事務局長として、「ビジネスと人権」を中心とする CSR 関連の調査研究、

アドバイザリー、セミナー・ワークショップの講師などに携わるほか、中小企業の CSR 支援にも取り組んでい

る。同志社大学大学院、関西学院大学非常勤講師。 

 

 

Twenty Fifty とは 

 

  

http://www.twentyfifty.co.uk/index.php 

 

Twenty Fifty（トエンティ・フィフティ）社は、CSR の中でも企業に関わる人権に焦点を当てたコンサル

ティングや研修を実施しており、英国サマーセットとドイツ・ベルリンに拠点があります。 

Twenty Fifty（トエンティ・フィフティ）社は、国連グローバル・コンパクトのローカルのネットワークと関係が

強く、ドイツのグローバル・コンパクトのネットワークとは 2008 年からビジネスと人権研修を実施。毎年 2 回

の研修とフォローアップ研修を行いドイツ企業の人権に関する意識を高めるとともにサポートをしてきました。

また 2013 年には、英国、ウクライナのグローバル・コンパクトのネットワークとのビジネスと人権研修を開催、

2014 年には、インドネシア、ケニアのグローバル・コンパクトのネットワークとビジネスと人権研修を開催して

Twenty Fifty とは 

ゲストスピーカー 松岡秀紀氏 

 

http://www.twentyfifty.co.uk/index.php
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います。 

その他、ビジネスと人権に関する指導原則に則って、人権方針の作成や人権デューデリジェンス、人権影

響評価、苦情処理メカニズムなどの企業の実施をサポートし効果をあげています。 

 

 

 

 

お申込み・お問い合わせ 

 

 

 

お問合せ・お申込み 

http://www.sustainavisionltd.com/csr_training.html
http://www.sustainavisionltd.com/csr_training.html
http://www.sustainavisionltd.com/csr_training.html
http://www.sustainavisionltd.com/bandhr/

